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本研究は，防犯環境設計に基づいた安全・安心な通学路設計を考察するため，登下校時の中学生対象の

犯罪および不審行為とその影響要因の関係を表現する数学モデルを作成する．モデルは，これらの犯罪や

不審行為の多くが，ターゲットに適した人や物，犯行に適した環境要因が時間的・空間的に揃った場合に

遂行されやすい機会犯罪と呼ばれるものであり，現場周辺でのターゲットとの遭遇機会と環境要因が犯行

企図者に影響を与えるという仮説に基づくものである． 

モデルを実際の中学校区での事例に適用したところ，モデルは学校からの距離に応じたエリアごとの犯

罪・不審者の発生しやすさの分布を再現できた．また，ターゲットとの遭遇頻度と，沿道からの監視性に

関する物理的環境要因が犯罪・不審者発生に与える影響を定量化できた． 

 

     Key Words : local area transportation planning, street planning, CPTED (Crime Prevention Through  
Environmental Design), school-commuting roads, surveillance 

 

 

1. はじめに 

 

(1) 研究の背景と目的 

 児童を対象とした犯罪や不審行為は，近年関心の高い

社会問題のひとつである．そして，これらの多くは登下

校時の学校周辺の路上で発生していることが明らかにな

っている

1)
． 

 このように登下校時の児童の安全確保が重要視される

状況を受け，学校関係者や保護者，地域住民，警察など

による通学路の点検やみまもり活動，安全マップ作りや

児童対象の防犯教育などの対策が講じられている．これ

らの取り組みは一定の成果を上げていると考えられるが，

加えて各小学校区で定期的に見直される通学路の指定や，

さらには道路整備・設計を含む通学路づくりに防犯の観

点を取り入れていくことも重要である． 

 通学路に関しては，文部科学省が平成13年に作成した

安全教育参考資料において，防犯の観点の必要性につい

ても触れている．しかしながら，多くの小学校区におい

ては交通安全を主眼に置いて通学路が設定されているの

が現状である

2)
． 

 一方で，都市計画分野での防犯対策として防犯環境設

計（CPTED）の手法が取り入れられている．これは

「物理的環境を適切に設計・利用することで，人の心理

や行動に影響をおよぼし，未然に犯罪の発生を防ぐ手

法」

3)
である．防犯環境設計は交通計画分野ではあまり

論じられていないが，児童が被害者となる犯罪や不審行

為の多くは路上で発生していることに加え，主に防犯環

境設計が有効とされる機会犯罪（後述）と呼ばれるもの

であることから，議論の余地があると考える．以上より，

防犯環境設計の手法に基づいた通学路設計のために必要

な定量的知見を得ることを本研究の目的とする． 

 

(2) 既存研究と本研究の位置づけ 

 都市計画分野において犯罪や防犯環境設計を扱った研

究はこれまでにも多く発表されている．子どもを対象と

した犯罪や小・中学校区の防犯を対象としたものとして

は，小学校での地域安全マップ作成手法とその学習効果

についてアンケート調査をもとに評価・分析を行った樋
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野らの研究

4),, 5)
のように，安全マップづくりなどの防犯

対策自体の分析・評価を中心としたものが多い．犯罪の

発生空間に関する研究としては，児童が被害者の犯罪発

生現場の空間的特徴や犯罪不安感を引き起こす空間的特

徴を調査し，犯罪発生との関連を分析した松山・横山

6), 

7)
らの研究，通学路上での主要な街頭犯罪発生地点の分

析を行った本多・斉藤らの一連の研究

2), 8)
などが挙げら

れるが，通学路の環境と犯罪発生の関係の定性的分析が

主で，定量的に扱うものは少ない． 

 また，犯罪と交通の関係を扱ったものとしては，駅周

辺の住宅街での犯罪不安喚起空間とひったくり発生空間

の定性的分析を行った樋村らの研究

9)
，犯罪発生状況と

不安感の発生構造と歩行者の経路属性の関係について統

計分析を行った野田らの研究

10)
，街路における歩行者量

と街灯密度に着目した街路の安全性を定量化するモデル

に関する五木田・大澤の研究

11)
，スペースシンタックス

理論を用いた住街区における「監視性」と「領域性」に

関する空間的指標の算出と犯罪不安感との関係の分析を

行った永家らの研究

12)
が挙げられる．しかしながら，こ

れらの研究においては，交通現象と犯罪発生の関係性を

指摘しながらも交通流およびその制御の犯罪への影響に

関する議論には至っていない． 

これに対し，我々は通学路の交通量を含む周辺の物理

的環境要因が児童対象の犯罪・不審行為に与える影響に

着目した数量化2 類による分析

1)
や，犯行の前提条件と

して児童の存在状況を考慮した上での判別分析

13)
や，通

学路での児童との遭遇機会と周辺の物理的環境要因が犯

罪・不審行為に与える影響を考慮し，任意の場所におけ

る犯罪・不審者の発生しやすさの分布を小学校との位置

関係で表現できるようなモデル

14)
による定量化を試みて

きた． 

今回は登下校時に中学児童がターゲットとなる犯罪・

不審行為を対象とし，モデルの拡張を試みる．中学生の

下校時刻は小学生に比べ遅いことから，特に夕方から夜

間は街灯や沿道施設の照明の有無などによる明るさの違

いが視認性に大きく影響することが考えられる．そこで，

これまで考慮してこなかった現場周辺の明るさ（照度）

に関する要因をモデルに導入することで時間帯による犯

罪・不審者の発生しやすさの変化を表現する． 

 

 

2. 犯罪および不審者出没のモデル化 

 

(1) 児童対象の犯罪・不審者発生に関する傾向と仮説 

 既に公表した研究論文

1), 13),
より，児童を対象とした犯

罪・不審行為の多くは，殺人・強盗・放火・強姦・暴

行・窃盗・詐欺などの刑法犯に属さない，下半身露出，

痴漢のような軽犯罪，または声かけやつきまとい，盗撮

などの不審行為であり，中学生についてもその傾向はほ

ぼ同じであることが明らかになっている．軽犯罪や不審

行為は，警察などが公式に発表している統計では扱われ

ないことが多いが，誘拐などの重大な犯罪に発展する可

能性があると言え，看過することはできない． 

 これらの犯罪・不審行為は主に機会犯罪と呼ばれる類

のものである．機会犯罪は，「犯行企図者と，ターゲッ

トに適した人や物，犯行に適した環境要因が時間的・空

間的に揃った場合に遂行される可能性が高くなる

15)
」と

いう性質を持つ．つまり，犯行企図者にとって犯行を実

施しやすい，あるいは実施しにくい時間・場所があり，

それはターゲットとなりうる人や物との遭遇機会と環境

要因に左右されることを意味する．このため，本研究は

犯行企図者がターゲットと遭遇しやすいであろう登下校

時に着目し，通学路上の任意の場所における中学生を対

象とした犯罪・不審行為に対する，中学生との遭遇機会

と環境要因の影響を考慮したモデルを作成する．通学路

周辺の環境要因は，地区の人口・世帯構成・土地柄・所

得構成などの社会・経済的要因，土地利用や施設・道路

構造などの物理的要因などに分類されるが，防犯環境設

計による操作可能性を考慮し，物理的要因，その中でも

特に機会犯罪の実施に影響するとされる監視性にかかる

要因を取り扱うこととする．監視性とは，周囲からの犯

行の把握しやすさであり，その性質から動的監視性と静

的監視性に分類することができる．本研究では，動的監

視性，静的監視性を表す要因として，それぞれ通学路上

を通過する交通流，沿道の建物や付帯施設などの沿道施

設を取り扱う． 

以上のことを踏まえ，校区内における登下校時の中学

生対象の犯罪・不審者の発生しやすさの分布について考

える．校区内の環境要因をほぼ一様と仮定すれば，犯

罪・不審行為の発生は，それぞれの場所での犯行企図者

とターゲットとなる中学生の遭遇機会に左右される．犯

行企図者が中学生に遭遇しやすいのは登下校時の学校周

図-1 概念図 
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環境要因考慮 

0=学校 
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辺であるため，単純に遭遇機会のみを考慮すると，学校

に近い場所ほど犯罪・不審行為が発生しやすく，学校か

ら離れるにつれて減少していくことになる．しかし，学

校直近では生徒が密に存在することで遭遇機会が増える

反面，ターゲット以外の生徒からの目撃などのリスクも

高くなる．犯行企図者はこのリスクを排除しながらター

ゲットとの遭遇機会を最大にする場所で行動を起こすと

考えられるため，犯罪・不審者の発生しやすさは，学校

からある程度離れた場所をピークとした分布で仮定され

る．さらに，実際は校区内の環境要因は一様ではなく場

所ごとに異なるため，これを考慮すると，犯罪・不審行

為の発生場所の分布に不規則な変化が生じると考えられ

る．この仮説にもとづいた犯罪・不審行為の発生しやす

さと場所の関係は図-1のような概念図で表される 

これより，犯行企図者の行動を左右すると考えられる

中学生との遭遇機会と，通学路の監視性に関する物理的

環境要因を考慮しながら，図-1で表される登下校時の校

区内における犯罪・不審者の発生場所に関する分布を再

現するようなモデルの作成を試みる． 

 

(2) モデル化の方法  

本研究では，住宅地が中心の校区内の通学路上で発生

する中学生対象の犯罪および不審者出没を想定する．そ

の際，学校を原点とし，通学路を任意の距離単位に分割

した区間単位での犯罪発生・不審者出没のしやすさにつ

いてモデル化を試みる．校区内の任意の場所において犯

行企図者が行動を起こすか否かは，その場での「ターゲ

ットとなる中学生との遭遇機会」と「物理的環境要因の

揃い方」に左右されるため，それぞれの指標を用いて，

任意の通学路区間i における犯罪・不審者の発生しやす

さの指標について以下のようにおく． 

iiii PPPP 321 ⋅⋅⋅= α         (1) 

α ：パラメータ 

Pi ：任意の場所i における犯罪・不審者の発生しやすさ 

P1i ：犯行企図者とターゲットとなる中学生との遭遇機

会を表す指標 

P2i ：動的監視性に関する物理的環境要因の存在を表す

指標 

P3i ：静的監視性に関する物理的環境要因の存在を表す

指標 

以下，指標P1i ，P2i ，P3i についてそれぞれ説明する．

まず，犯行企図者とターゲットとなる中学生との遭遇機

会を表す指標P1i について考える．登下校時の生徒は学

校付近で密に存在するが，学校から離れるにつれて分散

するようになる．犯行企図者は，付近を徘徊あるいは待

ち伏せをするなどして不特定対数の生徒の中からターゲ

ットを物色し，行動におよぶと考えられる．このとき，

犯行企図者が行動を起こすのに必要な条件として，ター

ゲットの物色に十分な生徒との遭遇回数が得られ，かつ

目撃等のリスクを避けるため，ターゲットが他の生徒か

ら十分離れた状態にあるかどうかである．ターゲットが

十分孤立しているかどうかの指標として，次の計算上の

数値を用いる．すなわち，登下校時の中学生はランダム

に存在していると仮定し，その時間間隔の確率密度関数

を指数分布で与えると，登下校時の任意のエリアにおい

て，これらの条件はそこを通過する中学生の数と通過時

間間隔を用いて以下のように表す． 

( )∫ ⋅−=
max

min1 exp
t

t ccccii iii
dttP λλ          (2) 

λci：単位時間当たりの中学生の平均通過回数 

tmax：通過時間間隔の最大値（閾値） 

tmin：通過時間間隔の最小値（閾値） 

上式は計算上，中学生の通過時間間隔が最小値と最大値

の間である場合，犯行企図者がターゲットが孤立してい

るとみなすことを意味する． 

 次に，通学路周辺の監視性に関する物理的環境要因の

存在を表す指標P2i について考える．現場周辺の監視性

は，ターゲットの存在状況と同様に，犯行企図者の行動

に影響を与えるが，監視性の影響範囲には限界があると

考えられる．犯行企図者が監視性を脅威と感じるか否か

が重要であるため，本研究では監視性の影響範囲として，

犯行企図者の視認距離Lを用いる． 

 交通流から得られる動的監視性は，交通量だけでなく

速度によっても異なると考えられる．今回は通学路上を

通過する交通流を歩行者・自転車，自転車・自動二輪車

の2タイプに分ける．任意の通学路区間i での交通流によ

る動的監視性の指標をP2iとすると，犯行企図者の視認距

離L 内に歩行者・自転車が進入しない確率Wi および自動

車・自動二輪車が進入しない確率Vi を用いて次式のよう

に表すことができる． 

iii VWP ⋅=2
           (3) 

式(3)より，動的監視性の指標P2i は，値が大きくなるほ

ど監視性が低下することを意味する．ここで，通学路上

を通過する交通はランダムに発生し，その発生時間間隔

の確率密度関数は指数分布に従うものと仮定する．歩行

者・自転車と自動車・自動二輪車の平均通過速度と単位

時間当たりの平均通過回数をそれぞれvw ，vv ，λw ，λv と

すると，犯行企図者の行動開始時に視認距離L 内に歩行

者・自転車が進入しない確率Wi は，平均通過時間間隔tw
がL/vw 以上となる確率で表すことができ，次式のように

なる． 
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( )∫
∞

⋅−=
wL wwwwi dttW

υ
λλ exp       (4) 

自動車・自動二輪車が視認距離内に進入しない確率Vi も

同様に表される． 

( )∫
∞

⋅−=
υυ

λλ
L vvvvi dttV exp                          (5) 

 ここで，視認距離の取り扱いについて説明する．視認

距離L は人や物の特徴を認識できる限界の距離であり，

時間帯や照明の有無などによる現場周辺の明るさで変化

するが，原理的には明るさの影響を受けた犯行企図者や

目撃者の視力によって変化する．夕方および夜間の時間

帯については，明るさの指標のひとつである照度による

視認距離の変化を考慮するが，視認距離と照度の関係を

直接表すことは困難であるため，文献

16), 17)
から得られた

視力と視認距離および照度と視力の関係から導出した．

なお照度rが100ルクス以上では視認距離はほぼ一定とな

ることから，昼間の視認距離と同じとする．照度rが100

ルクス以下の場合は次式で与えられる． 

( ) ( )47.0ln161.0
024.018060 +×××= rrL

π
       (6) 

L(r)：視認距離 (m) 

r：照度 (lx) 

最後に，静的監視性に関する物理的環境要因の存在を

表す指標P3i について考える．沿道施設からの静的監視

性については，施設の種類によってその影響度が異なる

と考えられる．今回は，影響が大きいと考えられる駐車

場，空き地，150cm 以上の塀・壁・生垣および河川を取

り扱う．これらは存在することで監視性を高めるものと

逆に低下させるものに分類することができると考えられ

るため，駐車場・空き地・公園，150cm 以上の塀・壁・

生垣および河川の2つに分類する．さらに，夕方・夜間

においては街灯の設置数も考慮する．これは，街灯が照

度による視認距離の変化の他に犯行企図者に心理的な影

響を与えることが考えられるためである．これら要因に

ついては動的監視性と同様，影響範囲を考慮するため，

任意の通学路区間の道路長に対する間口の割合（駐車

場・空き地・公園），設置長の割合（塀・壁・生垣・河

川），設置数（街灯）の値φijを用いて，P3i を次式のよう

に表す． 
3

3
1

j

i j ij
j

P βγ ϕ
=

=∑               (7) 

φij ：区間iの道路に対する間口・設置長の割合および設

置数 

βj，γj ：パラメータ 

j = 1：駐車場・空き地・公園，j = 2：塀・壁・生垣・河

川，j = 3：街灯 

 

3. モデルの適用 
 

(1) モデルの適応対象と使用データの概要 

 モデルを実際の中学校区で発生した中学生対象犯罪お

よび不審行為の事例に適用し，得られる計算結果と観測

値を比較することで，モデルの妥当性を検討する．本研

究では，住宅地が中心の校区での事例のみを対象とする．

商業地や繁華街などのように，来街者が多く，交通量が

変化しやすい場所を避けるためである． 

以上のことから，福岡市内にあるA中学校区を対象とし，

犯罪・不審者発生と通学実態に関するアンケート調査を

実施した．アンケート調査概要を表-1に示す．集計の結

果，犯罪・不審者発生件数は登下校時17件，下校後の外

出時9件の26件であった．なお，登下校時の事例はすべ

て路上で発生している．また，内容は多いものから露出，

声かけ，見つめる，つきまとい，写真を撮るなどであっ

た．不審者出没に関しては，犯罪と定義されるものでは

ない場合もあるが，重大な犯罪につながる可能性がある

ことを考慮し，対象とする．「暗くて怖い」，「人通り

が少ない」などの犯罪不安喚起地点については，実際の

犯罪発生地点と必ずしも一致しないという知見が文献

10), 

18), 19)
より得られたため，除外している．以上より登下校

時に発生した17件をモデルの適用対象とし，学校からの

距離100mごとに分割した道路区間と犯罪・不審者発生

件数との関係を図-2に示す． 

 各通学路区間の中学生の交通量についてはアンケート

調査から得られた登下校開始時刻，登下校の所要時間，

経路に関するデータを用いた．通学路の指定状況と犯

罪・不審者発生地点を考慮して8つの通学ルートを抽出

し，登下校時に通過する生徒数を時間帯・道路区間別に

集計した．時間帯については，登校（6～9時）と部活の

有無と明るさの違いを考慮して下校を2つ（16～18時，

表-1 アンケート調査概要 

実施時期 2013年11月 
対象・人数 1，2年生全生徒・552名 

方法 
学校でのアンケート票の配布・回収 
（回答は各自宅にて記入） 

回収数（回収率） 473票（85.7%） 

調査項目 

1. 学年・性別等の属性 
2. 登下校時刻・所要時間・ルート

（地図に記入）等の登下校実態 
3. 犯罪・不審者との遭遇地点・時

刻・内容（地図に記入） 
4. 犯罪不安感喚起地点・内容（地

図に記入） 
5. その他，帰宅後の犯罪・不審者

遭遇や交通事故に関する情報

（今回は使用しない） 
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18～19時）に分けた．例として登校時間帯のルート別の

通過生徒数を図-3に示す． 

動的監視性に関するその他の交通量は，2014年1月に

各ルートの区間ごとに2か所ずつ歩行者，自転車，自動

二輪車，自動車の5分間交通量を登下校時間帯（6:00～

9:00， 16:00～19:00）の1時間ごとに測定した．図-4，図-

5に道路区間ごとの歩行者・自転車および自動二輪車・

自動車の平均5分間交通量を示す．静的監視性に関する

物理的環境要因については各ルートの道路区間別の駐車

場・空き地・公園の間口距離の合計，塀・壁・生垣およ

び河川の総延長，街灯の設置数を現地調査により測定し

た．図-6に道路区間別の沿道施設の存在割合と設置数を

示す． 

視認距離に影響を与える現場周辺の照度については， 

18時半以降の各道路区間内の最も明るい場所と最も暗い

場所の2地点で測定し，その平均値をとった．測定方法

は文献

20)
を参考に各地点で水平面照度・鉛直面照度をそ

れぞれ3回ずつ測定した．以上の観測値・計算値をモデ

ルの説明変数として導入する． 

 

(2) パラメータの推定とモデルの適用結果および考察 

 モデル式に条件と数値を設定することで，学校を原点 

とした道路区間ごとの犯罪発生・不審者出没の分布が求

められる．モデルの構造上，時間帯別・通学ルート別の

犯罪発生・不審者出没分布を求められるが，時間帯別・

通学ルート別に分けて算出した場合，結果の検定に耐え

うるだけのデータ数がないことから，今回は登下校時間

および通学ルート全体をまとめた犯罪発生・不審者出没

地点の分布を求めることとする． 

 
図-6 沿道施設の存在状況 

 
図-5 自動二輪車・自動車交通量 

 

図-2 対象校区の犯罪発生・不審者出没件数分布 

 

図-3 ルート別通過生徒数（登校） 

 

図-4 歩行者・自転車交通量 
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 以上のことをふまえ，モデル式の変数に対象校区のデ

ータを入力し，パラメータα ，β1 ，β2 ，β3 ，γ1 ，γ2 ，γ3 と

犯人および不審者が犯行に実施しやすい児童の通過時間

間隔の最小値tminと最大値tmaxを変化させながら，犯罪・

不審行為発生割合の観測値の分布と算出される児童対象

犯罪・不審者の発生しやすさの指標の理論値の分布がχ
2 

誤差が最少となるようにパラメータの最適値を推定する．

図-7にパラメータ推定のフロー図を示す．ここで，観測

値の分布については図-2の発生件数分布を，対象校区全

体に対する発生割合の分布になおしたものを用いた．視

認距離Lについては登校および16～18時の下校時間帯は

姫路警察署のデータより100mとし，18時以降の下校時

間帯は現地調査によって得られた照度と(6)式によって

得られた値を用いた．また，平均通過速度については，

歩行者・自転車をVw = 175 m/min，自動二輪車・自動車Vv

は制限速度のある場合はその数値である40km/h・50km/h

を採用し，それ以外の道路については道路幅員に応じて

30km/h・20km/hに設定し，それぞれ分速になおしたもの

を用いた． 

   

 推定の結果，α = 0.54 ，β1 = 1.13，β2 = 1.75，β3 = -2.40，γ1 

= 0.51，γ2 = 0.31，γ3 = 0.002，tmin = 1.5，tmax = 3のとき観測値

と理論値の誤差が最少となった．モデルの適用結果を図

-8に示す．さらに，求められた観測値と理論値の適合度

について統計的検定を行ったところ，コルモゴロフ－ス

ミルノフ検定（K-S検定）において有意水準20％で「理

論値の分布は観測値の分布に適合する」という結果が得

られた．これより，モデルは実際の事象を概ね表現して

いると言える．学校からの距離が201～300mの区間では

観測値と理論値の誤差が比較的大きくなった．これは，

この区間に存在するルート5本のうち2本が小学校と接し

ており，下校時間帯には静的監視性が低くなっている可

能性が考えられる．また，1001～1400mの区間では観測

値がゼロなのに対し，理論値では道路区間全体の約15%

の危険性を占める結果となった．これは交通量調査期間

中に車両通行止めの交通規制が実施されていたルートが

存在したため，通常の交通量より少なくなっていたこと

が原因と考えられる． 

 パラメータ推定より，tmin = 1.5，tmax = 3（分）となった 

ことから，犯行企図者にとって，児童の通過時間間隔が

1.5分から3分の間の場合，ターゲットが孤立していると

 
図-9 沿道施設の静的監視性への影響度 

 

図-8 モデルの適用結果 

 

 

式(1) 

START 

END 

通過児童数，5 分間交通量， 
沿道施設の存在割合の観測値の読込み 

パラメータと L，Vw，Vvの設定 

P1i の算出 P2i の算出 P3i の算出 

Piの算出 

誤差=Σi=1{Pi (理論値) - Pi (観測値)} の算出 

誤差=minimum? 

パラメータ最適値， 
Pi 分布の出力 

YES 

NO 

式(2) 式(7) 式(3), (4), (5) 

 

図-7 計算のフロー図 
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みなし行動を起こそうとするという結果となった．静的

監視性に関する沿道施設については，要因間でパラメー

タβj とγj の値が異なることより，要因によって監視性へ

の影響度は異なること，γ3の値が負となった街灯は多く

存在するほど犯行を抑止する効果があり，逆にγ1，γ2の

値が正となった駐車場・空き地，塀・壁・街路樹は多く

存在するほど犯行を誘発する効果があることが言える．

図-9にパラメータ推定の結果を考慮した沿道施設の監視

性に対する影響度を示す．これより，街灯はエリア内に

多く存在するほど監視性を高め，逆に駐車場・空き地・

公園と，塀・壁・生垣・河川は多く存在するほど監視性

を低下させると言える．  

 

 

4. 結論 
 

 本研究は，防犯環境設計に基づいた通学路設計のため

の定量的な知見を得ることを目的とし，通学路での中学

生との遭遇機会と周辺の物理的環境要因が犯罪・不審行

為に与える影響を考慮しながら，任意の場所における犯

罪・不審行為の発生しやすさを表現できるようなモデル

を作成し，その適用性を検討したものである．モデルは

中学生を対象とした犯罪および不審行為の多くが「犯行

企図者と，ターゲットに適した人や物，犯行に適した環

境要因が時間的・空間的に揃った場合に遂行される可能

性が高くなる」性質を持つ機会犯罪と呼ばれるものであ

り，現場周辺における「ターゲットとの遭遇機会」およ

び「環境要因」が犯行企図者に影響を与えるという仮説

に基づくものである． 

 今回は，これまで行ってきた小学校区での同様の研究

に対し，中学校区内を対象とした．このため，下校時間

帯の周辺の明るさの違いを照度を用いて視認距離に反映

させることで動的監視性の影響範囲を変化させた．また，

街灯の有無を静的監視性への影響要因として考慮した．

さらに通学ルートを学校からの距離に応じた区間単位に

分割し，距離帯ごとの犯罪・不審行為の発生しやすさの

分布についてモデル化を試みた．これにより，モデルの

構造上は時間帯や照明の有無による視認距離および動的

監視性の影響範囲の変化や，時間帯別・通学ルート別の

犯罪・不審者の発生しやすさを表現することを可能にし

た．しかしながら，現状では個別に用いた場合，結果の

検討に耐えうるだけのデータ数がないため，今後は複数

の中学校区でのデータの収集や再度小学校区のケースに

適用するなどの検討が必要である．  

 作成したモデルを実際の中学校区での児童対象犯罪・

不審者出没事例に適用したところ，モデルは学校からの

距離に応じたエリアごとの犯罪・不審行為の発生しやす

さを再現する結果となった．また，モデルの適用による

パラメータ推定より，犯行企図者が犯行を実施しやすい

ターゲットとの遭遇頻度，および沿道施設の静的監視性

に対する影響度の違いを表現できた．この結果から，道

路空間整備や交通規制，道路網整備によって犯罪や不審

行為を抑制する可能性を示せた．駐車場などの民有地を

操作することは困難だが，街灯の増設や，潜在的に危険

性の高いエリアを避けるような通学ルート設定，道路整

備や交通規制によって交通量を増加させ，動的監視性を

高めるなどの方法は可能である． 

なお，観測値と理論値の誤差が比較的大きい距離帯に

ついては，今回考慮した交通量や静的監視性に関する要

因とは別の影響要因が存在することが考えられるため，

それらの要因を特定し，追加することによりさらにモデ

ルの精度が向上すると考える．  
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 STUDY ON INFLUENCE OF ENCOUNTER WITH TARGET AND PHYSICAL 
FACTOR AROUND SCHOOL-COMMUTING ROADS GIVEN TO SUSPICIOUS 

PERSONS TARGETTING JUNIOR HIGH-SCHOOL STUDENTS 
 
 

Chiaki MATSUNAGA, Kyoko TSUKAMOTO, Yoshinao OEDA and Satoshi TOI 
 

As a basic step to consider the planning of school commuting roads based on CPTED, this study pro-
poses a model to describe the relationship between the crimes targeting junior high-school children and 
the influence factors given to them. Since the most of these crimes belongs to the opportunity crime, this 
model is based on the hypothesis that the encounter with target and environmental factors around the 
school-commuting roads influence criminals. 

As the result of the application to actual situations, the model provided reasonable predictions for dis-
tribution of likelihood of crime incidence according to the distance from school. In addition, we can quan-
tify the influence of the encounter with the target and environemental factors given to the criminals. 

 


